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告　　　　　　　　示

秋 田 県 告 示 第 二 百 三 十 二 号

　 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 百 七 十 一 条 第 四 項 前 段 の 規 定 に よ り 、 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日 付 け で 別

表 第 一 に 定 め る と お り 会 計 管 理 者 を し て そ の 事 務 の 一 部 を 出 納 員 に 委 任 さ せ 、 別 表 第 二 に 定 め る と お り 出 納 員 を し て そ

の 事 務 の 一 部 を 現 金 取 扱 員 に 、 別 表 第 三 に 定 め る と お り 出 納 員 を し て そ の 事 務 の 一 部 を 物 品 取 扱 員 に 委 任 さ せ た の で 、

同 項 後 段 の 規 定 に よ り 告 示 す る 。

　 　 平 成 二 十 二 年 四 月 一 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久 　

別 表 第 一

　 出 納 員
出 納 員 を 置 く 部

局 又 は 地 方 公 所

総 務 部

企 画 振 興 部

出 納 局

教 育 委 員 会

地 域 振 興 局

東 京 事 務 所

出 納 員 と な る 職 員

税 務 課 長

総 合 政 策 課 長

会 計 課 長

財 産 活 用 課 長

給 与 ・ 旅 費 セ ン タ

ー 長
総 務 企 画 部 県 税 課

長 （ 北 秋 田 地 域 振

興 局 、 秋 田 地 域 振

興 局 及 び 平 鹿 地 域

振 興 局 に あ つ て

は 、 県 税 部 長 ）

総 務 企 画 部 出 納 室

長
企 画 政 策 課 長

会 計 管 理 者 か ら 委 任 さ れ る 事 務

当 該 課 に 属 す る 県 税 の 収 納 事 務 及 び 収 納 の 際 の 第 二 百 六 十 四 条 の 二

（ 歳 計 現 金 の 保 管 の 特 例 ） 第 一 項 に 規 定 す る 釣 銭 用 現 金 の 保 管 に 関

す る 事 務

当 該 課 に 属 す る 寄 附 金 の 収 納 事 務

税 外 未 収 金 、 入 札 保 証 金 、 契 約 保 証 金 、 行 政 文 書 の 写 し 又 は 行 政 文

書 を 複 写 し た も の の 写 し を 交 付 す る と き に 徴 収 す る 現 金 、 災 害 に よ

り 被 害 を 受 け た 者 に 対 す る 見 舞 金 及 び 会 議 等 負 担 金 の 収 納 （ 指 定 金

融 機 関 へ の 払 込 み を 含 む 。 ） に 関 す る 会 計 管 理 者 の 事 務 　 　 　

物 品 （ 証 紙 及 び 始 動 票 札 を 除 く 。 ） の 出 納 保 管 及 び 公 有 財 産 の 記 録

管 理 に 関 す る 会 計 管 理 者 の 事 務

県 費 負 担 教 職 員 の 報 酬 、 給 与 、 共 済 費 及 び 旅 費 並 び に こ れ ら の 保 管

金 に 関 す る 会 計 管 理 者 の 事 務 （ 支 払 を 除 く 。 ）

当 該 課 （ 北 秋 田 地 域 振 興 局 、 秋 田 地 域 振 興 局 及 び 平 鹿 地 域 振 興 局 に

あ つ て は 、 県 税 部 ） に 属 す る 県 税 の 収 納 事 務 及 び 収 納 の 際 の 第 二 百

六 十 四 条 の 二 （ 歳 計 現 金 の 保 管 の 特 例 ） 第 一 項 に 規 定 す る 釣 銭 用 現

金 の 保 管 に 関 す る 事 務

当 該 室 に 属 す る 会 計 管 理 者 の 事 務 （ 支 払 を 除 く 。 ）

当 該 事 務 所 及 び 企 業 立 地 事 務 所 に 属 す る 会 計 管 理 者 の 事 務 （ 支 払 を

除 く 。 ）
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北 海 道 事 務 所

大 阪 事 務 所

名 古 屋 事 務 所

福 岡 事 務 所

所 長 当 該 事 務 所 に 属 す る 会 計 管 理 者 の 事 務 （ 支 払 を 除 く 。 ）

別 表 第 二

　 現 金 取 扱 員

現 金 取 扱 員 を 置

く 部 局 又 は 地 方

公 所
部 局

総 務 部

企 画 振 興 部

県 議 会

警 察 本 部

地 方 公 所 （ 東 京

事 務 所 、 北 海 道

事 務 所 、 大 阪 事

務 所 、 名 古 屋 事

務 所 、 福 岡 事 務

所 及 び 企 業 立

地 事 務 所 を 除

く 。 ）

現 金 取 扱 員 と な る

職 員
職 員 の う ち か ら 知

事 が 命 ず る 者

税 務 課 に 属 す る 課

長 以 外 の 職 員

広 報 広 聴 課 に 属 す

る 職 員 の う ち か ら

知 事 が 命 ず る 者

総 合 政 策 課 に 属 す

る 職 員 の う ち か ら

知 事 が 命 ず る 者

市 町 村 課 に 属 す る

職 員 の う ち か ら 知

事 が 命 ず る 者

政 務 調 査 課 に 属 す

る 職 員 の う ち か ら

知 事 が 命 ず る 者

広 報 広 聴 課 に 属 す

る 職 員 の う ち か ら

知 事 が 命 ず る 者

地 域 振 興 局 総 務 企

画 部 県 税 課 （ 北 秋

田 地 域 振 興 局 、 秋

田 地 域 振 興 局 及 び

平 鹿 地 域 振 興 局 に

あ つ て は 、 県 税

部 ） に 属 す る 出 納

員 以 外 の 職 員 （ 現

業 職 員 を 除 く 。 ）

出 納 員 か ら 委 任 さ れ る 事 務

当 該 課 に 属 す る 税 外 未 収 金 、 入 札 保 証 金 、 契 約 保 証 金 、 災 害 に よ り

被 害 を 受 け た 者 に 対 す る 見 舞 金 及 び 会 議 等 負 担 金 の 収 納 （ 指 定 金 融

機 関 へ の 払 込 み を 含 む 。 ） に 係 る 出 納 局 会 計 課 長 の 職 に あ る 出 納 員

の 事 務

税 務 課 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務

行 政 文 書 の 写 し 又 は 行 政 文 書 を 複 写 し た も の の 写 し を 交 付 す る と き

に 徴 収 す る 現 金 の 収 納 （ 指 定 金 融 機 関 へ の 払 込 み を 含 む 。 ） に 係 る

出 納 局 会 計 課 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務

総 合 政 策 課 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務 

政 治 団 体 に 係 る 少 額 領 収 書 等 の 写 し に 係 る 写 し 又 は 収 支 報 告 書 等 の

写 し を 交 付 す る と き に 徴 収 す る 現 金 の 収 納 （ 指 定 金 融 機 関 へ の 払 込

み を 含 む 。 ） に 係 る 出 納 局 会 計 課 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務

行 政 文 書 の 写 し 又 は 行 政 文 書 を 複 写 し た も の の 写 し を 交 付 す る と き

に 徴 収 す る 現 金 の 収 納 （ 指 定 金 融 機 関 へ の 払 込 み を 含 む 。 ） に 係 る

出 納 局 会 計 課 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務

行 政 文 書 の 写 し 又 は 行 政 文 書 を 複 写 し た も の の 写 し を 交 付 す る と き

に 徴 収 す る 現 金 の 収 納 （ 指 定 金 融 機 関 へ の 払 込 み を 含 む 。 ） に 係 る

出 納 局 会 計 課 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務

地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 県 税 課 長 （ 北 秋 田 地 域 振 興 局 、 秋 田 地 域 振 興

局 及 び 平 鹿 地 域 振 興 局 に あ つ て は 、 県 税 部 長 ） の 職 に あ る 出 納 員 の

事 務 及 び 地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 出 納 室 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務 の

う ち 当 該 県 税 課 （ 北 秋 田 地 域 振 興 局 、 秋 田 地 域 振 興 局 及 び 平 鹿 地 域

振 興 局 に あ つ て は 、 県 税 部 ） に 属 す る 県 税 に 係 る 歳 入 歳 出 外 現 金 の

収 納 事 務
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東 京 事 務 所

北 海 道 事 務 所

大 阪 事 務 所

名 古 屋 事 務 所

福 岡 事 務 所

職 員 の う ち か ら 知

事 が 命 ず る 者

職 員 の う ち か ら 知

事 が 命 ず る 者

当 該 地 方 公 所 に 属 す る 現 金 の 収 納 （ 指 定 金 融 機 関 等 へ の 払 込 み を 含

み 、 農 業 研 修 セ ン タ ー 、 近 代 美 術 館 及 び 博 物 館 に あ つ て は 収 納 の 際

の 第 二 百 六 十 四 条 の 二 （ 歳 計 現 金 の 保 管 の 特 例 ） 第 一 項 に 規 定 す る

釣 銭 用 現 金 の 保 管 含 む 。 ） に 係 る 所 轄 の 地 域 振 興 局 総 務 企 画 部 出 納

室 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務

当 該 事 務 所 及 び 企 業 立 地 事 務 所 に 属 す る 現 金 の 収 納 （ 指 定 金 融 機 関

等 へ の 払 込 み を 含 む 。 ） に 係 る 当 該 事 務 所 企 画 政 策 課 長 の 職 に あ る

出 納 員 の 事 務

当 該 事 務 所 に 属 す る 現 金 の 収 納 （ 指 定 金 融 機 関 等 へ の 払 込 み を 含

む 。 ） に 係 る 当 該 事 務 所 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務

別 表 第 三

　 物 品 取 扱 員

物 品 取 扱 員 を 置

く 部 局 、 地 方 公

所 又 は 物 品 公 所

部 局
地 方 公 所 （ 東 京

事 務 所 、 北 海 道

事 務 所 、 大 阪 事

務 所 、 名 古 屋 事

務 所 、 福 岡 事 務

所 及 び 企 業 立

地 事 務 所 を 除

く 。 ） 及 び 物 品

公 所
東 京 事 務 所

北 海 道 事 務 所

大 阪 事 務 所

物 品 取 扱 員 と な る

職 員
庶 務 担 当 主 査 の 職

に あ る 者 （ 庶 務 担

当 主 査 を 置 か な い

場 合 に あ つ て は 、

庶 務 を 担 当 す る 上

席 主 幹 、 主 幹 又 は

副 主 幹 の 職 に あ る

者 ） 及 び 職 員 の う

ち か ら 知 事 が 命 ず

る 者
職 員 の う ち か ら 知

事 が 命 ず る 者

出 納 員 か ら 委 任 さ れ る 事 務

各 部 局 の 課 に 属 す る 物 品 に 係 る 財 産 活 用 課 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事

務
当 該 地 方 公 所 又 は 物 品 公 所 に 属 す る 物 品 に 係 る 所 轄 の 地 域 振 興 局 総

務 企 画 部 出 納 室 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務

当 該 事 務 所 及 び 企 業 立 地 事 務 所 に 属 す る 物 品 に 係 る 当 該 事 務 所 企 画

政 策 課 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事 務

当 該 事 務 所 に 属 す る 物 品 に 係 る 当 該 事 務 所 長 の 職 に あ る 出 納 員 の 事

務
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